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鳥取県立図書館との連携について

中川かおり

Ⅰ．はじめに

鳥取県立中央病院 (以下、当院) には、職員

用図書室、患者図書室、オアシス文庫という 3

つの図書室がある。2011 年に開室した「患者図

書室」の取り組みについて鳥取県立図書館との

連携などを含めて報告する。

Ⅱ．鳥取県立中央病院概要

当院は、診療科 33 科 9 センター、総病床数

431 床、従業員数 949 名の、県東部医療圏の基

幹病院である。

患者図書室は、本館の 6 階南側に設置されて

いる (図 1)。

図書担当者は 1 名のため、2 階の職員用図書

室と兼任している。

患者図書室の開室日などは図 2の通りである。

この時間、司書は患者図書室に在室し、それ

以外は 2階職員用図書室で業務を行っている。

蔵書数は約 1,000 冊。約半分を当院で購入、

もう半分を県立図書館から借り受けている。

資料の管理は「図書館管理データベース｣1)

というフリーソフトで管理しており、資料登録、

利用者情報の登録などは当院司書が行っている。

登録内容は、利用者の氏名・生年月日・診察券

番号 (職員は職員コード) で、貸し出しの際は

診察券やリストバンドのバーコード、職員は名

札のバーコードを読み込んで貸し出ししている。

返却ポストは図書室前と時間外救急受付前に

設置し、図書室閉室の際や、外来の患者さんな

どは主に時間外救急受付を利用している。

Ⅲ．鳥取県立図書館との連携

1．鳥取県立図書館とは

鳥取県立図書館 (以下、県立図書館) は「県

民に役立ち、地域に貢献する図書館」をミッ

ションに掲げて、県民の幸せや地域の活性化の

実現に向けて、さまざまなサービスを行ってい

る図書館だ。

蔵書数は約 100 万冊。2006 年度より「医療・

健康情報コーナー」を設置し、2016 年 3 月現在

約 3 万 6 千冊の書籍がコーナーを埋めている。

さらに、闘病記文庫コーナーも別置されており、

医療・健康情報の提供に力を注いでいる図書館

である2)。なかがわ かおり：鳥取県立中央病院図書室
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図 1 患者図書室配置図

開 室 日 開 室 時 間

月曜〜金曜(祝日除く) 13 : 00〜16 : 00

貸 出 冊 数 ・ 期 限

入院患者さん 3冊 1週間

外来患者さん 3冊 2週間

職員 3冊 1週間

図 2 患者図書室利用案内



2．県立図書館との連携までの道のり

ここからは、前任の担当者、当時の図書室設

置にかかわった一部の人から聞いた話を元に紹

介する。

(1) 患者図書室設置のいきさつ

約 7〜8 年ほど前の話である。当院のがん相談

支援室に勤務している Fさん (仮名) は何年も

前から、がん患者さん同士の支えの場として、

患者サロンを作りたいと思っていたが、当院は

がん診療拠点病院に指定されているにもかかわ

らず、病院幹部の考えにより実現できていな

かった。そんな中、鳥取県内のがん診療拠点病

院の中で、患者サロンを作っていないのは当院

だけとなり、これはまずいと焦った当時の幹部

がやっと腰をあげ、患者サロンを作る運びと

なったそうだ。そのときに夢物語として、患者

サロン内にがん情報について調べられる PCや、

読書スペースを作ったらどうかと Fさんが提案

したところ、「じゃあ患者用図書室も別に作ろう

か」と、F さんも想像だにしていなかったまさ

かの方向へ話が動いた。

当時の病院幹部だった女性副事務局長は鳥取

県庁内の図書室を立ち上げた人物で、図書に関

して大変理解のある方だった。この副事務局長

が主となって、さまざまな機関・部署と事前調

整をしてくださったそうである。

(2) 県立図書館との連携のはじまりと、厚生病

院の患者図書室設置

県立図書館と当院とのかかわりは、患者図書

室設置の話が出る以前からあったらしく、当時

の病院長が県立図書館で医療情報サービスの講

演会をしたことがきっかけだったと聞いている。

この方も「病院の質を決める要素のひとつに図

書がある」と図書に非常に強い関心を持ってい

たそうだ。

F さん、病院長、副事務局長と、図書に理解

のある人物が数人そろったことにより、いろい

ろとタイミングよく、患者図書室設置の方向へ

話が持ち上がっていった。

そして県立図書館と連携にいたる一番のきっ

かけとなったことは、2009 年 1 月、鳥取市の隣

の倉吉市にある鳥取県立厚生病院 (以下、厚生

病院) が、県立図書館と連携した職員用・患者

用と併設した図書室を先にオープンしたことが

ある。当時の図書委員長らは、こちらを視察の

際、病院と県立図書館が連携できることを知っ

たそうだ。

その後、県立図書館の方が当院との連携の提

案のために来院された。本の管理のできる担当

者がいるのであれば積極的に本を貸し出したい

との申し出を受けて、当時職員用図書室のみの

業務だった司書を患者図書室と兼任とし、患者

図書室で当院の資料で補えない分を、県立図書

館から借り受けることですすめられていった。

その後は、県立図書館との連携・患者図書室

オープンに向けて、主にがん相談支援室、司書

が中心となり動いていった。

2010 年冬、県立図書館資料を利用するにあた

り「利用者へ向けてどのようなサービスをした

いかなど」の明確な理由付けが必要だったため、

患者図書室利用規則、図書室貸出規則、利用案

内を整備した。

図書管理システムは、厚生病院の司書さんの

お話を参考に選定し、厚生病院図書室と同じフ

リーソフトに決定した。その後、図書室の物品

や家具の検討、患者図書室前にあるオアシス文

庫と区別するための掲示の作成などを経て、

2011 年 6 月、患者サロンとともに患者図書室を

オープンした。

Ⅳ．連携により生まれた取り組み

県立図書館と連携したことにより可能となっ

たサービスや、取り組みを紹介する。

1．一般書の借り受け

一般書の借り受けは連携無しでは不可能なこ

となので、当院にとって非常に重要な点である。

借受資料の多くは一般書で、小説や絵本、料

理本などの実用書などさまざまである (図 3)。

選書は県立図書館ではなく、当院司書がホー

ムページ上で選書・予約をしている。一般書の
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選書は「入院中でも気軽に読める」をコンセプ

トに、司書が独断と偏見で選書している。写真

集やエッセイ、川柳が特に患者さんに人気で、

毎回必ず借り受けるようにしている。一度に大

量の資料を申し込むため、資料搬送車という月

2回の搬送便でまとめて送ってもらう。借り受

け冊数の上限は 500 冊で、毎回ぎりぎりの冊数

を借りている。

貸出期限は 1カ月で、搬送便に合わせて返却

本を準備し、まとめて返却している。延長も可

能で、ホームページ上で手続きすれば 2 週間延

長することができる。

また、患者さんのリクエストや職員の研究に

必要な資料など急ぐ場合は、午前中に連絡すれ

ば、最短で翌日に宅配便で届けてもらえるなど

素早い対応もしてくれ、病院図書室でも県内の

市町村図書館に行われているのと同様の支援を

受けることができる。

医学書以外の一般の書籍を取り入れることで、

患者さんや付き添いの方、職員などの気分転換

の場所としても図書室が利用されている。ちな

みに、万が一資料が紛失した場合は、資料紛失

届を提出すれば弁償はしなくても良いそうだ。

2．患者さん向け医学書

当院では、図書費はほぼデータベースや外国

雑誌で消えていくため、患者図書室用図書の新

しい本をなかなか購入することができない。実

際、何年も前の医学健康図書があり、利用者か

ら「これ、情報古いんじゃない？」と言われた

ことも……。

県立図書館では「病院・診療科に関する情報

や、病気について標準な治療法、病気との向き

合い方」など、医療健康関連の資料を集めた

「医療・健康情報コーナー」スペースがある。こ

ちらには、簡単な入門書から専門的なものまで

数多くそろえられており、当院で賄えない患者

さん向け医学書や闘病記などを借り受けること

が多い。

3．職員の研究資料

県立図書館には、看護師やコメディカル、医

師向けの専門書も数多くそろえてあり、ガイド

ラインなども購入されている。当院職員の看護

研究のために、県立図書館の資料を貸し出すこ

ともある。

また、鳥取大学附属図書館 (以下、鳥大) の

資料も、県立図書館の搬送便で借り受けること

が可能になった。鳥大から搬送便で県立図書館

へ到着後、次の当院への搬送便の際に送っても

らうため、時間は少しかかるが、自力で取りに

行くことを考えると、大変助かる。

4．鳥取県内図書関係者向け講習会

県立図書館では、年数回「図書館業務専門講

座」という講習会を開いている。この講習会に

は、公共図書館の職員をはじめ、学校図書室や

われわれ病院図書室職員も参加できる。

実際に参加した、聴覚や視覚に障害のある子

どものために図書館がどう支援できるかという

講座では、数人の講師の方にお話を伺い、簡単

な手話の実技を受け、もっと図書館員という自

覚を持って取り組んでいかないといけないなあ

と考えさせられた。

5．医療情報担当者連絡会議

新たな試みとして、県立図書館からの提案で

「県民が求める医療情報の提供をよりよくするた

め、鳥取県内の図書館と病院図書室の連携強化

の会議」が 2015年 8月から開催されている。

これに参加したのは、主催の鳥取県立図書館

をはじめ、鳥取市立図書館、倉吉市立図書館、

鳥取市立病院、鳥取県立厚生病院、と当院の計
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図 3 患者図書室内



6施設である。各施設から 2 名程度の図書館担

当者が参加し、第一回目は、自施設の取り組み

の紹介や現在の業務で困っていること、改善し

たい点などを協議した。

これまでも県内病院図書室とのかかわりがな

かったわけではないが、このように県立図書館

が音頭をとって、館種を越えて集まり情報交換

できる環境を作っていただけたのも、県立図書

館との連携があってこそだと思う。

Ⅴ．県立図書館と、これから

県立図書館と今後協力して取り組んでいこう

と考え、準備を進めていることを紹介する。

1．ドクターによる医学専門書の評価

前述した 2015年 8月の医療情報担当者連絡会

議以前に、ある提案のため県立図書館の職員 3

名が当院の図書委員会に参加した。当院の医師

に県立図書館所蔵の医学書の評価をしてもらえ

ないかとの依頼だった。医師が直接読んで評価

をすることにより、利用者が安心してその資料

の情報を得ることができるのだ。

評価のポイントとしては

(1) 医療情報を提供する出版社として信頼でき

るか。

(2) 最新の医学知識を持ち、信頼できる著者か。

(3) 図書の内容は、医師、コメディカル、一般

のどの利用対象か。

(4) 最新の内容か。

(5) 特定の治療法を推奨するなど、偏った内容

ではないか

(6) 総合評価。

以上の計 6項目である (図 4)。

図書委員会に持参された図書数冊を、図書委

員会メンバーの医師に資料を評価してもらう予

定だった……が、当日はメンバーの一部が外来

で来られなかったり、途中抜けで退席したりで、

図書委員長の評価リストしか得られなかった。

これについては私の力不足のせいもあり、非常

に残念だった。

しかしこの取り組みが成功すれば、県立図書

館、病院ともに大きな患者サービスとなりえる

ので、今後の課題としてめげずに取り組んでい

こうと思う。

2．県立図書館における医療情報健康情報サービ

ス事業計画

県立図書館の闘病記文庫開設 10周年記念事業

として、「がんと緩和ケア」をテーマにした講演

会を 2016 年の夏ごろに開催する予定がある。そ

の講演会の準備などに、患者さんと直接かかわ

りのある鳥取県内の病院図書室司書にも協力を

依頼されている。

現時点では具体的には決まっていないが、い

つも県立図書館にはお世話になってばかりなの

で、少しでも力になれるよう頑張りたいと思う。

Ⅵ．さいごに

公共図書館との連携のメリットはたくさんあ

る。

・本の管理がきちんとしていればサポートして

もらえる

・当院で補えない一般書などが大量に借り受け
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図 4 評価リスト



できる

・急ぎの資料にも対応してくれる

・県立図書館主催の研修・講習会に参加できる

・他の図書館などとのつながりができる

・県立同士協力して、双方が新しいことに挑戦

できる

唯一困っていることは、利用者が勘違いして

市立図書館の本や公民館の本を、返却ポストな

いしオアシス文庫の本棚へ入れてしまうことが

ある。反対に、市立図書館にこちらの本が返さ

れたりすることもある。「県立図書館と連携をし

ている」という謳い文句を、「県内すべての図書

館 (図書室) とつながっている」と勘違いされ

ているようなのだ (ちなみに注意書きは図書室

周辺や返却ポストに表示済み)。

司書の在室中にこういったことがあった場合

は、直接返却するようにお伝えできるのだが、

大体が司書不在時にポストにそっと入れてあっ

たりするので……。そのような場合、こちらが

所蔵先へ返却しに行くのではなく、①まず所蔵

先の図書館へ連絡 ②図書館が利用者の方へ連

絡 ③利用者に当院へ本を取りに来ていただく

のがルールだそうで、なんだか気の毒だなあと

思ってしまう次第である。こういったことは、

双方の図書館で注意はしているが、なかなか完

全な認知は難しいものなのかもしれない。

そんな悩ましいこともあるが、患者図書室と

県立図書館が連携することにより、患者さんを

日常生活と切り離さないようサポートするとい

う取り組みができていると思う。

患者図書室に来られる方には、普段よく公共

図書館へ行かれる方が多い。また、ご自分の病

気や、ご家族の症状について、医師からの話だ

と難しくてわからないからわかりやすい本を探

しているという方も多くいる。そんな方の多く

は、患者図書室を利用した後、県立図書館へも

行くという方が多い。

入院中は病院図書室が、退院後は県立図書館

がそれぞれ患者さんやご家族の方へ情報支援を

できるよう心がけている。県立図書館と病院が

協力することにより、より一層患者さんへの

サービスの向上につながっていくのではないか

と思う。

今後も、県立図書館やほかの図書施設と協力

し、よりよい患者サービスが行えるよう努力し

ていきたいと思う。
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